
制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
別枠 1,000万円

別枠　
8,000万円

運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付
（金利引下げ）

経営支援特別融資

新型コロナウイルス
感染症対応資金

4,000万円

3,000万円

相談窓口：秋葉区役所産業振興課　商工観光係

当初３年間：
0.36％～0.75％
３年経過後：

1.26％～1.65％
無担保、据置は

5年以内

日 

本 

政 

策 

金 

融 

公 

庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。
①コロナウイルス感染症の影響により最近１か月の売上高が前年または前々年
の同期と比較して５％以上減少
②原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
③最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
④常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及び
娯楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業
主の方
⑤所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方

【特別利子補給制度について】
マル経融資（別枠）または新型コロナウイルス感染症特別貸付けを受けている
方であり、下記のいずれかの要件に該当する方は、後日、利息部分について、
いわゆる利子補給の制度が政府において設けられることになっており、利子補
給を受けることで、当初３年間は実質的に無利子でご利用頂けます。
①小規模事業者（個人）　  ：要件なし
②小規模事業者（法人）　  ：売上高▲15％減少
③中小企業者（①、②以外）：売上高▲20％減少

対象者：コロナウイルス感染症の影響により最近１か月の
売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少

新
津
商
工
会
議
所

1.21％
別枠：0.31％（当初3年間）

新 

潟 

市

新
潟
県

運転
設備

１５年以内
２０年以内

１０年以内

運転
設備
借換

運転

１０年以内

日
本
政
策
金
融
公
庫

各
金
融
機
関

各
金
融
機
関

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

1.15％～1.75％
（保証料ゼロ）

1.5％～2.2％
（保証料補助あり）






































新型コロナウイルス感染症に
関連する特例制度のご案内

令和３年６月１日現在

　

５
月
14
日

（金）
新
津
商
工
会

議
所
に
お
い
て
、
新
津
商
工

会
議
所
女
性
会
の
通
常
会
員

総
会
を
開
催
致
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、
講

演
会
と
懇
親
会
は
中
止
と
し
、

会
場
は
感
染
防
止
対
策
を
行

い
、
２
年
ぶ
り
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
。

　

令
和
２
年
度
の
事
業
報
告

並
び
に
収
支
決
算
報
告
、
及

び
令
和
３
年
度
の
事
業
計
画
、

収
支
予
算
等
に
つ
い
て
審
議

し
承
認
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 
 

令
和
３
年
５
月
14
日

（金）
秋

葉
区
新
津
健
康
セ
ン
タ
ー
に

於
い
て
感
染
症
対
策
の
下
、

新
潟
県
商
工
会
議
所
青
年
部

連
合
会　

令
和
３
年
度　

第

１
回
役
員
会
・
定
例
会
員
総

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

役
員
会
で
は
令
和
２
年
度

の
事
業
報
告
・
決
算
案
、
令

和
３
年
度
の
事
業
計
画
、
予

算
案
等
の
全
て
の
議
案
が
全

会
一
致
で
承
認
さ
れ
、
各
単

会
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
下
で
の
青
年
部
活

動
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。

　

そ
の
後
行
わ
れ
た
定
例
会

員
総
会
で
は
新
津
商
工
会
議

所 

会
頭 

前
田
正
実 

様
と

北
陸
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
商
工
会

議
所
青
年
部
連
合
会 

会
長 

佐
藤
寿
彦 

様
よ
り
ご
挨
拶

を
賜
り
、
今
後
の
新
潟
県
連

発
展
に
向
け
て
の
激
励
の
お

言
葉
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
上
記
の
議
案
が
全

会
一
致
で
可
決
さ
れ
、
本
格

的
に
令
和
３
年
度
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　

馬
場
県
連
会
長
の
下
、
全

員
の
力
を
合
わ
せ
て
「
閾
値

（
い
き
ち
）
」を
超
え
、
今
後
の

事
業
を
構
築
し
て
行
き
ま
す
。

※

新
潟
県
商
工
会
議
所
青
年

部
連
合
会
と
は
、
県
内
の
商

工
会
議
所
青
年
部
９
単
会（
新

津
、亀
田
、村
上
、燕
、新
発
田
、

五
泉
、
長
岡
、
加
茂
、
十
日
町
）

で
構
成
さ
れ
る
次
代
の
地
域

経
済
を
担
う
企
業
経
営
者
の

集
い
で
す
。

　

今
年
の
主
管
は
新
津
商
工

会
議
所
青
年
部
と
な
り
、
単

会
常
任
理
事 

馬
場
一
也 

君

を
県
連
会
長
と
し
て
輩
出
し

て
お
り
ま
す
。
今
年
度
新
潟

県
連
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
原
点

回
帰
」
～
Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
原
点
を

見
つ
め
、
ま
ず
足
元
か
ら
～

を
掲
げ
、
こ
の
よ
う
な
先
が

見
え
な
い
不
透
明
な
時
代
だ

か
ら
こ
そ
、
大
風
呂
敷
を
拡

げ
ず
に
青
年
部
の
原
点
に
回

帰
し
、選
択
と
集
中
を
繰
り
返

し
な
が
ら
基
本
に
立
ち
返
っ

た
事
業
を
行
っ
て
行
き
ま
す
。

会 員 募 集
  新津商工会議所女性会に入会
しませんか？
■入会資格
  新津商工会議所会員事業所の
女性経営者および会員事業所に
属する女性
■会    費  年会費３，０００円
※お問い合せ
新津商工会議所 女性会事務局
TEL:22-0121（担当：柳・甲田）

■ 応募対象者　
○県内に事業所を設置し、募集日開始以降（R3.5.24 ～ R4.2.28）に起業する方で、
　下記の事業を展開する方。
　新潟県内での地域課題や社会課題の解決に資する事業
　対象分野：地域活性化、まちづくり推進、過疎地域等活性化、買い物弱者支援、
　　　　　　地域交通支援、社会教育、子育て支援、環境関連、社会福祉関連、
　　　　　　県が指定した地域資源の活用
　【対象例】
　・空き家を活用し、交流人口の拡大を目的としたコワーキングスペースの開設
　・高齢などにより外出困難な状況にある方への訪問専門美容業
　【対象外例】
　・地域課題や社会問題の解決が主目的ではない飲食業や美容業
※申請する事業内容が、助成対象事業であるか応募前に必ずＮＩＣＯにお問い合
　わせ下さい。
■ 助成事業の実施期間　 交付決定日から令和４年２月２８日まで
■ 助成率と助成限度額 　助成限度額：上限２００万円　助成率：１／２以内
■ 助成対象経費
◯ 事業拠点開設費：設備、備品費、事業所の増改築費（新築工事は対象外）、法人
   登記費用　等
◯ 事業促進費：人件費（本人、役員、３親等以内の親族を除く）、賃借料、光熱
　 水費、広告宣伝費 等
■ 応募の方法
○申請には、創業予定地域の商工会・商工会議所、又は金融機関から「確認書」の
  発行を受ける必要があります。
①申請書の作成→②商工会議所・商工会・金融機関の確認→③申請書類の提出
■ 公募締切日　令和３年６月25日（金）17:30 必着
■ 問い合わせ・申請書提出先
 （公財）にいがた産業創造機構 経営支援グループ 創業･経営革新チーム
　ＴＥＬ：０２５－２４６－００５１
※詳しい募集案内、申請書類は NICO のホームページ（http//www.nico.or.jp）から
  ダウンロードできます。

新たな起業・創業に必要な経費の一部を助成します！

新型コロナ対策の最新支援情報は､
当所ホームページを活用下さい！

　専従者や従業員に給料を支給している青色事業者のうち、

納期特例の適用を受けている方々を対象に、源泉所得税の事

務相談会を開催いたします。

○日　時：７月５日(月）・７月６日(火)

　　　　　９：００～１２：００ ／ １３：００～１６：００

○会　場：新津商工会議所  ３Ｆ会議室

○対　象：新津地域で個人事業を営む方

　　　　　※税理士関与の方はご遠慮下さい。

○ ①給与支払明細書

                ②一人別源泉徴収簿

　　　　　　　　　　   ※参考までに令和２年度分もお持ち下さい

                    　令和３年１月～６月の上期分を

　　　　　　　　　　記入してきて下さい

                ③源泉所得税納付書

                  　令和２年分郵送時に同封の印字

　　　　　　　　　　されたもの

○主　催：新津商工会議所／新津中小企業相談所

　　　　　ＴＥＬ:０２５０－２２－０１２１

○共　催：新津青色申告会

荻  川  店パ ル ス 店

小 須 戸 店

ベルシティ店

白  根  店加  茂  店

加茂五番町店 五  泉  店
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